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報道関係者 各位 

 

令和６年 障害者雇用状況の集計結果 
    ～ 県内の民間企業、雇用障害者数・実雇用率いずれも過去最高を更新 ～ 

 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対し常時雇用する従業員の一定割合

以上の障害者の雇用を義務づけており、群馬労働局（局長 上野 康博）においては、法定雇用

率未達成の企業・公的機関等に対し雇用率達成指導を強力に推進するとともに、同法に基づき

対象となる県内の企業・公的機関等から６月１日現在における障害者の雇用状況についての 

報告を求めています。 

今般、この「障害者雇用状況」に関する令和６年の集計結果をとりまとめましたので、公表

します。 

また、令和８年７月１日から障害者の法定雇用率が0.2％引き上げられ2.7％となることから、

群馬労働局・ハローワークでは、引き続き法定雇用率達成に係る指導・助言を行うとともに、

障害者の方が希望や能力・適性を十分に活かし、その特性等に応じて活躍できるよう障害者雇

用対策を推進してまいります。 
 

【集計結果のポイント】 
 

＜民間企業（法定雇用率 2.5％）＞（対象企業数：1,887社） 

  ○雇用障害者数、実雇用率、いずれも過去最高を更新。 

・雇用障害者数は 6,953.0人（前年の 6,512.0 人から 441.0人増加） 

・実雇用率は 2.35％（前年の 2.28％から0.07ポイント上昇） 

※ 全国平均は2.41％（前年の 2.33％から0.08ポイント上昇） 

  

  ○法定雇用率達成企業の割合は、53.2%（前年の 56.1％から2.9ポイント低下） 

※ 全国平均は46.0％（前年の 50.1％から4.1ポイント低下） 

 

＜公的機関＞（同2.8％、教育委員会は2.7％） 

・群馬県の機関（5）：雇用障害者数は190.5人（前年188.5人）､実雇用率2.87％（前年2.90％） 

・市町村等の機関（39）：雇用障害者数は513.5人（前年493.0人）､実雇用率2.64％（前年2.54％） 

・群馬県等の教育委員会（6）:雇用障害者数は391.0人（前年367.5人）､実雇用率2.84％（前年2.65％） 

 

＜地方独立行政法人等＞（同2.8％） 

・地方独立行政法人（4）：雇用障害者数が12.5人（前年9.5人）､実雇用率3.01％（前年2.32％） 
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○ 対象企業数 １,８８７ 社（前年 １,７１７ 社） 

 
○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

 民間企業（40.0人以上規模の企業：法定雇用率 2.5％）において雇用されている障害者の

数は前年より6.8 %（441.0 人）増加し 6,953.0 人（前年 6,512.0 人）となり、22年連続

で過去最高を更新した。このうち、身体障害者は 3,989.5人（前年比 4.4％増、169.5人増）、

知的障害者は 1,691.5人（同 2.8％増、46.5人増）、精神障害者は 1,272.0人（同 21.5％

増、225.0人増）であった。 

実雇用率は 2.35％（前年 2.28％）で、12年連続で過去最高を更新したが、全国平均を0.06

ポイント下回った（全国平均は 2.41％（同 2.33％））。 

法定雇用率達成企業の割合は 53.2％（同 56.1％）と前年から 2.9ポイント低下したが、

全国平均は7.2ポイント上回った（全国平均は、46.0％（同 50.1％）。 

              〔総括表 １、詳細表 １(1)〕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【グラフ１】 

雇用数 

実雇用率 

１ 民間企業における雇用状況 

障害者合計 
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○ 企業規模別の雇用状況 

企業規模別にみると雇用されている障害者の数は、40.0人から43.5人未満企業規模で 

68.0人（令和６年より新規項目）、43.5人～100人未満企業規模で 1,371.5人（前年比8.9％

増）、100人～200人未満企業規模で 1,306.5人（同 7.2％増）、200人～300人未満企業規

模で 695.0人（同 1.1％増）、300人～500人未満企業規模で 890.0人（同 4.4％増）、500

人～1,000人未満企業規模で 746.5人（同 0.1％減）、1,000人以上企業規模で 1,875.5人

（同 7.4％増）となった。 

 

実雇用率は、40.0人から43.5人未満企業規模で 1.45％（令和６年より新規項目）、43.5

人～100人未満企業規模で 2.05％（前年 2.01％）、100人～200人未満企業規模で 2.51％

（同 2.31％）、200人～300人未満企業規模で 2.37％（同 2.29％）、300人～500人未満

企業規模で 2.51％（同 2.44％）、500人～1,000人未満企業規模で 2.29％（同 2.30％）、

1,000人以上企業規模で 2.49％（同 2.41％）となった。 

〔詳細表 １(2)〕 

 

 
○ 産業別の雇用状況 

産業別にみると、雇用されている障害者の数は「電気・ガス・熱供給・水道業」以外の

産業で増加した。 

〔詳細表 １(3)〕 

 
 

○ 法定雇用率未達成企業の状況 
   令和６年の法定雇用率未達成企業は884社。そのうち、不足数が0.5人又は１人である 

  企業が、636社（71.9％）となっている。 
   また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）は528社であり、法定雇用

率未達成企業に占める割合は、59.7％となっている。 
   さらに、０人雇用企業のうち、40人から100人未満の企業が490社となっており、０人

雇用企業に占める割合は、92.8％となっている。 
〔詳細表 １(5)〕 

 
 

  
 

（注）「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間労働

者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上１人を２人に相当するものとし

てダブルカウントしている。 

    また、短時間労働者である重度身体障害者及び重度知的障害者、精神障害者（当分の間）につ

いては、１人を１カウントとしている。 

    なお、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者については、法律上１人を0.5

人に相当するものとして0.5カウントとしている。 

    さらに、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、

令和６年度より法律上１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしている。 

    特定短時間労働者とは１週間の労働時間が10時間以上20時間未満の労働者を指す。 
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(1) 群馬県の機関   対象機関５機関（前年４機関） 

 群馬県の機関（法定雇用率 2.8％）に在職している障害者の数は 190.5人（前年188.5

人）で、実雇用率は 2.87％（前年 2.90％）であった。 

〔総括表 ２(1)、詳細表 ２(1)〕 

 

(2) 市町村等の機関   対象機関３９機関（前年３９機関）  

市町村の機関（３５機関）（法定雇用率 2.8％）に在職している障害者の数は 496.5

人（前年 477.0人）で、実雇用率は 2.68％（前年 2.57％）であった。 

未達成は、５市（前橋市、太田市、沼田市、藤岡市、安中市）、４町（吉岡町、中之条

町、長野原町、みなかみ町）、１村（南牧村）であったが、前橋市、沼田市、安中市、吉

岡町は現在達成している。 

〔総括表 ２(2)、詳細表 ２(4)〕 

 

  その他の機関（４機関）（法定雇用率 2.8％）に在職している障害者の数は17.0人（前

年16.0人）で、実雇用率は 1.88％（前年 1.79％）であった。 

  未達成は、伊勢崎市病院事業であった。 

〔総括表 ２(2)、詳細表 ２(5)〕 

   

(3) 群馬県等の教育委員会   対象教育委員会６教育委員会（前年６教育委員会） 

群馬県教育委員会（法定雇用率 2.7％）に在職している障害者の数は 333.0人（前年

308.0人）で、実雇用率は 2.85％（前年 2.63％）であった。 

    市町村の教育委員会（５機関）（法定雇用率 2.7％）に在職している障害者の数は 58.0

人（前年 59.5人）で、実雇用率は 2.78％（前年2.70％）であった。 

    未達成は、利根沼田学校組合教育委員会、甘楽町教育委員会であった。 

〔総括表 ２(3)、詳細表 ２(2)、(3)〕 
 
 
 
 

 

   地方独立行政法人（４法人） 

地方独立行政法人等の機関（法定雇用率 2.8％）に在職している障害者の数は 12.5人 

（前年 9.5人）で、実雇用率は 3.01％（前年 2.32％）であり、未達成法人はなかった。 

〔総括表 ３、詳細表 ３〕 

 

２ 地方公共団体における在職状況 

３ 地方独立行政法人等における雇用状況 



１　民間企業における雇用状況　

　　・ 群馬県の法定雇用率達成企業割合は53.2%と全国水準を上回った。
　　・ 雇用障害者数は 6,953.0人と、過去最高となった。
　　・ 群馬県の実雇用率は 0.07ポイント上昇し、2.35％となった。
　　　

(単位：人、％、ポイント)

群馬 全国 合計 身体 知的 精神 群馬 全国

令和６年 53.2 46.0 6,953.0 3,989.5 1,691.5 1,272.0 2.35 2.41

令和５年 56.1 50.1 6,512.0 3,820.0 1,645.0 1,047.0 2.28 2.33

増減数(ポイント) ▲ 2.9 ▲ 4.1 441.0 169.5 46.5 225.0 0.07 0.08

増減率 - - 6.8% 4.4% 2.8% 21.5% - -

(単位：人、％、ポイント)

令和６年 令和５年 増減 令和６年 令和５年 増減数 増減率 令和６年 令和５年 増減

規模計 53.2 56.1 ▲ 2.9 6,953.0 6,512.0 441.0 6.8 2.35 2.28 0.07

40.0～43.5未満 40.7 - - 68.0 - - - 1.45 - -

43.5～100未満 53.0 54.1 ▲ 1.1 1,371.5 1,259.0 112.5 8.9 2.05 2.01 0.04

100～200未満 61.3 60.4 0.9 1,306.5 1,219.0 87.5 7.2 2.51 2.31 0.20

200～300未満 50.8 60.3 ▲ 9.5 695.0 687.5 7.5 1.1 2.37 2.29 0.08

300～500未満 49.5 54.0 ▲ 4.5 890.0 852.5 37.5 4.4 2.51 2.44 0.07

500～1,000未満 39.6 54.7 ▲ 15.1 746.5 747.5 ▲ 1.0 ▲ 0.1 2.29 2.30 ▲ 0.01

1,000以上 42.9 57.7 ▲ 14.8 1,875.5 1,746.5 129.0 7.4 2.49 2.41 0.08

(単位：人、％、ポイント)

令和６年 令和５年 増減 令和６年 令和５年 増減数 増減率 令和６年 令和５年 増減

産業計 53.2 56.1 ▲ 2.9 6,953.0 6,512.0 441.0 6.8 2.35 2.28 0.07

農，林，漁業 66.7 72.7 ▲ 6.0 22.0 21.0 1.0 4.8 2.13 2.43 ▲ 0.30
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 100.0 0.0 4.0 3.0 1.0 33.3 3.60 2.78 0.82

建設業 42.9 50.0 ▲ 7.1 162.0 154.0 8.0 5.2 2.12 2.13 ▲ 0.01

製造業 59.1 62.7 ▲ 3.6 2,073.0 1,962.5 110.5 5.6 2.38 2.29 0.09
電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

情報通信業 37.9 56.5 ▲ 18.6 77.5 73.0 4.5 6.2 1.76 1.87 ▲ 0.11

運輸業，郵便業 59.1 60.5 ▲ 1.4 361.5 337.0 24.5 7.3 2.61 2.63 ▲ 0.02

卸売業，小売業 42.7 43.9 ▲ 1.2 1,599.0 1,436.0 163.0 11.4 2.26 2.17 0.09

金融業，保険業 44.4 38.9 5.5 203.5 203.0 0.5 0.2 2.16 2.12 0.04

不動産業，物品賃貸業 34.4 44.0 ▲ 9.6 63.5 62.0 1.5 2.4 1.63 1.78 ▲ 0.15
学術研究，専門・技術サービス業 43.6 45.7 ▲ 2.1 58.0 49.0 9.0 18.4 1.55 1.39 0.16

宿泊業，飲食サービス業 55.9 55.1 0.8 93.0 73.5 19.5 26.5 1.88 1.68 0.20
生活関連サービス業，娯楽業 47.6 53.7 ▲ 6.1 198.5 197.0 1.5 0.8 3.48 3.44 0.04

教育，学習支援業 36.1 36.4 ▲ 0.3 70.0 60.0 10.0 16.7 1.61 1.45 0.16

医療，福祉 60.5 62.8 ▲ 2.3 1,317.5 1,280.5 37.0 2.9 2.74 2.71 0.03

複合サービス業 52.6 47.4 5.2 90.0 84.5 5.5 6.5 2.15 1.97 0.18

サービス業 45.0 46.4 ▲ 1.4 560.0 516.0 44.0 8.5 2.07 1.96 0.11

　　○　企業規模別の状況

　　○　対象企業数1,887社（前年1,717社）

　　○　法定雇用率達成企業の割合、雇用障害者数、実雇用率

法定雇用率達成企業割合 雇用障害者数（群馬） 実雇用率

法定雇用率達成企業割合 雇用障害者数 実雇用率

　　○　産業別の状況

法定雇用率達成企業割合 雇用障害者数 実雇用率
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◎ 法定雇用率とは 

民間企業、国、地方公共団体は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の 

割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

  雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る)である。 

 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．５％ 

  ○ 民間企業 ……    （40.0人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．８％ 

                   労働者数36.0人以上規模の特殊法人 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．８％ 

       （36.0人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．７％ 

       （37.5人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければなら 

ないこととなる企業等の規模である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 
  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウントさ

れる。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者（１週間の所定労働時

間が10時間以上20時間未満の労働者）については、0.5人分としてカウントされる。 
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◎ 民間企業に対する障害者雇用率達成指導の流れ 

 

 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、 

「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し 

厚生労働省本省による直接指導も実施している。 

 

障害者雇用状況報告 

（毎年６月１日の状況） 
（障害者雇用促進法 第 43条第 7項） 

障害者雇入れ計画作成命令 

（２年計画） 

企 業 名 の 公 表 

特  別  指  導 

障害者雇入れ計画の適正実施勧告 

翌年１月を始期とする２年間の計画

を作成するよう、公共職業安定所長が 

命令を発出 

（同法第 46条第 1項） 

計画の実施状況が悪い企業に対し、 

適正な実施を勧告（計画１年目 12月） 

（同法第 46条第 6項） 

雇用状況の改善が特に遅れている企

業に対し、公表を前提とした特別指導

を実施（計画期間終了後に９ヶ月間） 

（同法第 47条） 



１　民間企業における雇用状況（法定雇用率 2.5％）

296,291.0 人 6,953.0 人 2.35 % 1003 / 1,887 53.2 %

( 285,486.5 人 ) ( 6,512.0 人 ) ( 2.28 % ) ( 964 / 1,717 ) ( 56.1 % )

28,162,399.0 人 677,461.5 人 2.41 % 53,875 / 117,239 46.0 %

( 27,523,661.0 人 ) ( 642,178.0 人 ) ( 2.33 % ) ( 54,239 / 108,202 ) ( 50.1 % )

２　県、地方公共団体における在職状況

(1) 県の機関（法定雇用率 2.8％）

計 6,634.5 人 190.5 人 2.87 % 4 / 5 80.0 %

群馬県
知事部局

4,841.5 人 137.5 人 2.84 % 1 / 1 100.0 %

その他の
県機関

1,793.0 人 53.0 人 2.96 % 3 / 4 75.0 %

(2) 市町村等の機関（法定雇用率 2.8％）

計 19,421.0 人 513.5 人 2.64 % 28 / 39 71.8 %

市町村 18,515.5 人 496.5 人 2.68 % 25 / 35 71.4 %

その他機関 905.5 人 17.0 人 1.88 % 3 / 4 75.0 %

(3) 法定雇用率 2.7％が適用される教育委員会

計 13,776.0 人 391.0 人 2.84 % 4 / 6 66.7 %

群馬県
教育委員会

11,692.5 人 333.0 人 2.85 % 1 / 1 100.0 %

市町村
教育委員会

2,083.5 人 58.0 人 2.78 % 3 / 5 60.0 %

３　地方独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率 2.8％）

計 415.0 人 12.5 人 3.01 % 4 / 4 100.0 %

注　１

２

３

４

５

６

７

　「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号まで、「地方独立行政
法人等」とは、同令別表第２の第９号及び第10号までの法人を指す。

　特例承認・特例認定や各機関における法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数の変化等により機関数は変動
する。

⑤ 達成割合

　（　）内は、令和５年６月１日現在の数値である。

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率
相当数（対象障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められ
た率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

② 障害者の数 ③ 実雇用率

総括表

　法定雇用率2.7％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

③ 実雇用率

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率
相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数であ
る。

④ 法定雇用率達成企業の数 ⑤ 達成割合

令和６年６月１日現在における障害者の雇用状況

④ 法定雇用率達成機関の数

群馬県

全国

⑤ 達成割合

④ 法定雇用率達成機関の数

③ 実雇用率

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、重度身体障
害者及び重度知的障害者については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体
障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短
時間労働者については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウント
している。

④ 法定雇用率達成機関の数

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

② 障害者の数 ③ 実雇用率

④ 法定雇用率達成機関の数
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

② 障害者の数

⑤ 達成割合③ 実雇用率

⑤ 達成割合
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

② 障害者の数

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

② 障害者の数
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)

（
1
,2

5
9
.0

)
（

1
6
1
.0

)
（

2
.0

1
)
（

5
3
8

)
（

5
4
.1

)
 

 1
0
0
～

2
0
0
未

満
　

4
0
1

5
2
,1

0
2
.5

2
6
6

5
7
9

1
5
3

6
8

1
7

1
,3

0
6
.5

2
2
2
.5

2
.5

1
2
4
6

6
1
.3

（
4
0
7

)
（

5
2
,7

7
7
.5

)
（

2
5
0

)
（

5
4
4

)
（

1
4
0

)
（

7
0

)
（

0
)

（
1
,2

1
9
.0

)
（

1
3
9
.0

)
（

2
.3

1
)
（

2
4
6

)
（

6
0
.4

)
 

 2
0
0
～

3
0
0
未

満
1
3
2

2
9
,3

2
5
.5

1
7
3

2
7
2

5
0

3
4

2
0

6
9
5
.0

1
0
6
.5

2
.3

7
6
7

5
0
.8

（
1
3
6

)
（

2
9
,9

8
6
.5

)
（

1
6
6

)
（

2
8
5

)
（

5
4

)
（

3
3

)
（

0
)

（
6
8
7
.5

)
（

5
8
.5

)
（

2
.2

9
)
（

8
2

)
（

6
0
.3

)
 

 3
0
0
～

5
0
0
未

満
1
0
1

3
5
,4

5
2
.0

1
9
3

3
9
7

7
4

4
0

2
6

8
9
0
.0

1
6
8
.0

2
.5

1
5
0

4
9
.5

（
1
0
0

)
（

3
4
,9

5
9
.0

)
（

1
8
8

)
（

3
8
0

)
（

8
2

)
（

2
9

)
（

0
)

（
8
5
2
.5

)
（

7
3
.0

)
（

2
.4

4
)
（

5
4

)
（

5
4
.0

)
 

 5
0
0
～

1
,0

0
0
未

満
　

5
3

3
2
,5

5
5
.0

1
6
7

3
1
4

7
9

2
6

1
3

7
4
6
.5

1
3
3
.5

2
.2

9
2
1

3
9
.6

（
5
3

)
（

3
2
,5

4
6
.0

)
（

1
8
1

)
（

2
9
4

)
（

7
6

)
（

3
1

)
（

0
)

（
7
4
7
.5

)
（

8
0
.0

)
（

2
.3

0
)
（

2
9

)
（

5
4
.7

)
 

 1
,0

0
0
以

上
2
8

7
5
,3

1
3
.0

4
6
5

8
5
8

5
8

3
6

2
3

1
,8

7
5
.5

2
4
5
.0

2
.4

9
1
2

4
2
.9

（
2
6

)
（

7
2
,4

6
8
.0

)
（

4
6
3

)
（

7
4
9

)
（

4
9

)
（

4
5

)
（

0
)

（
1
,7

4
6
.5

)
（

1
4
9
.0

)
（

2
.4

1
)
（

1
5

)
（

5
7
.7

)
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１
(1

)①
の

表
と

同
じ

②
　

障
害

種
別

雇
用

状
況

 規
模

計
6
,9

5
3
.0

1
,1

8
5

1
,3

5
9

1
5
7

1
5
8

4
9

3
,9

8
9
.5

3
5
8

7
9
7

9
6

1
5
3

1
2

1
,6

9
1
.5

9
0
5

3
3
5

6
4

1
,2

7
2
.0

（
6
,5

1
2
.0

）
（

1
,1

5
1

）
（

1
,2

9
3

）
（

1
4
9

）
（

1
5
2

）
（

0
）
（

3
,8

2
0
.0

）
（

3
5
0

）
（

7
5
7

）
（

1
0
8

）
（

1
6
0

）
（

0
）
（

1
,6

4
5
.0

）
（

7
5
6

）
（

2
9
1

）
（

0
）
（

1
,0

4
7
.0

）
人

 4
0
.0

～
4
3
.5

未
満

6
8
.0

1
1

2
2

3
2

2
4
9
.0

1
1
2

0
0

0
1
4
.0

4
0

2
5
.0

（
0
.0

）
（

0
）
（

0
）
（

0
）
（

0
）
（

0
）
（

0
.0

）
（

0
）
（

0
）
（

0
）
（

0
）
（

0
）
（

0
.0

）
（

0
）

0
）
（

0
）
（

0
.0

）

 4
3
.5

～
1
0
0
未

満
1
,3

7
1
.5

1
9
7

2
9
6

4
4

5
2

1
0

7
6
5
.0

7
0

1
3
9

2
7

5
3

3
3
3
4
.0

1
6
8

1
0
0

9
2
7
2
.5

（
1
,2

5
9
.0

）
（

1
8
1

）
（

2
6
3

）
（

4
0

）
（

5
3

）
（

0
）
（

6
9
1
.5

）
（

7
2

）
（

1
5
0

）
（

2
8

）
（

5
1

）
（

0
）
（

3
4
7
.5

）
（

1
4
1

）
7
9

）
（

0
）
（

2
2
0
.0

）

 1
0
0
～

2
0
0
未

満
　

1
,3

0
6
.5

1
9
9

2
3
4

4
4

2
4

6
6
9
1
.0

6
7

1
6
6

4
6

4
4

2
3
6
9
.0

1
7
9

6
3

9
2
4
6
.5

（
1
,2

1
9
.0

）
（

1
9
3

）
（

2
3
9

）
（

3
5

）
（

2
7

）
（

0
）
（

6
7
3
.5

）
（

5
7

）
（

1
5
5

）
（

4
9

）
（

4
3

）
（

0
）
（

3
3
9
.5

）
（

1
5
0

）
5
6

）
（

0
）
（

2
0
6
.0

）

 2
0
0
～

3
0
0
未

満
6
9
5
.0

1
2
3

1
3
1

1
6

2
3

6
4
0
7
.5

5
0

6
6

5
1
1

2
1
7
7
.5

7
5

2
9

1
2

1
1
0
.0

（
6
8
7
.5

）
（

1
2
1

）
（

1
4
7

）
（

1
7

）
（

1
5

）
（

0
）
（

4
1
3
.5

）
（

4
5

）
（

7
2

）
（

8
）
（

1
8

）
（

0
）
（

1
7
9
.0

）
（

6
6

）
2
9

）
（

0
）
（

9
5
.0

）
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0
0
～

5
0
0
未

満
8
9
0
.0

1
4
2

1
6
5

2
0

2
0

4
4
8
1
.0

5
1

1
0
2

1
1

2
0

1
2
2
5
.5

1
3
0

4
3

2
1

1
8
3
.5

（
8
5
2
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（

1
3
1
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（

1
6
6
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（

2
5
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（

1
4
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（

0
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（

4
6
0
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5
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1
0
3
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（

1
3
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（

1
5
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（
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）
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2
3
7
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（

1
1
1

）
4
4
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（

0
）
（

1
5
5
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0
0
～

1
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0
0
未

満
　

7
4
6
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1
4
0

1
3
4

1
8

1
7

7
4
4
4
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2
7

8
0

4
9

3
1
4
4
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1
0
0

）
5
7

3
1
5
8
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7
4
7
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1
5
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1
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）
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1
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（
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）
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4
2
.5

）
（

9
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1

）
（

0
）
（

1
4
4
.0
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,0

0
0
以

上
1
,8

7
5
.5

3
7
3

3
7
7

1
2

2
0

1
4

1
,1

5
2
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9
2

2
3
2

3
1
6

1
4
2
7
.5

2
4
9

4
3

8
2
9
6
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（
1
,7

4
6
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（

3
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）
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3
4
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1
4

）
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0
）
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1
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2
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8
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2
0
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（

3
）
（

2
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）
（
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（
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9
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）
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（
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１
(1

)②
表

と
同

じ

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

数
法

定
雇

用
率

達
成

企
業

の
割

合
G

．
う

ち
新

規
雇

用
分

Ｃ
.重

度
身

体
又

は
重

度
知

的
障

害
者

、
お

よ
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

Ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

又
は

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

E
.重

度
身

体
障

害
者

又
は

重
度

知
的

障
害

者
、

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

F
．

　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.5

＋
E

×
0
.5

実
雇

用
率

F
÷

②
×

1
0
0

Ｂ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

又
は

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

、
お

よ
び

精
神

障
害

者

区
 分

① 企
業

数
② 法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

者
数

企
業

数
Ａ

.重
度

身
体

障
害

者
又

は
重

度
知

的
障

害
者

区
分

①
 障

害
者

の
数

②
 身

体
障

害
者

の
数

③
 知

的
障

害
者

の
数

C
.重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

D
.重

度
以

外
の

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

E
.重

度
身

体
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

労
働

者

F
.A

×
2
＋

B
＋

C
＋

D
×

0
.5

＋
E

×
0
.5

A
.重

度
知

的
障

害
者

B
.重

度
以

外
の

知
的

障
害

者
E
.重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

労
働

者

A
.重

度
身

体
障

害
者

B
.重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
C

.重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

D
.重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

人
人

人

D
.A

＋
B

＋
C

×
0
.5

④
 精

神
障

害
者

の
数

F
.A

×
2
＋

B
＋

C
＋

D
×

0
.5

＋
E

×
0
.5

A
.精

神
障

害
者

B
.精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

C
.精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

労
働

者

人

人
人

人
人

人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

※
4
3
.5

～
1
0
0
人

未
満

の
「
G

.う
ち

新
規

雇
用

分
2
8
0
.0

人
」
に

は
4
0
～

4
3
.5

人
未

満
の

「
G

.う
ち

新
規

雇
用

分
」
を

含
む

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

人
人

人
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(
3
)
 
産

業
別

の
雇

用
状

況
①
　
概
況

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

 産
業

計
1,
88
7

29
6,
29
1.
0

1,
54
3

3,
06
1

58
8

31
1

12
5

6,
95
3.
0

2.
35
%

1,
00
3

53
.2

(
1,
71
7
)
(

28
5,
48
6.
5
)
(

1,
50
1
)
(

2,
80
6
)
(

54
8
)
(

31
2
)
(

0
)
(

6,
51
2.
0
)
(

2.
28
%
)
(

96
4
)
(

56
.1

)

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

 農
,林

,漁
業

12
1,
03
2.
0

4
14

0
0

0
22
.0

2.
13

8
66
.7

(
11

)
(

86
5.
0

)
(

3
)
(

15
)
(

0
)
(

0
)
(

0
)
(

21
.0

)
(

2.
43

)
(

8
)
(

72
.7
)

 鉱
業

,採
石

業
,砂

利
採

取
業

2
11
1.
0

1
2

0
0

0
4.
0

3.
60

2
10
0.
0

(
2
)
(

10
8.
0

)
(

1
)

(
1
）

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
3.
0
)
(

2.
78

)
(

2
)
(

10
0.
0
)

 建
設

業
70

7,
63
9.
5

38
75

10
2

0
16
2.
0

2.
12

30
42
.9

(
58

）
)
(

7,
21
3.
5

)
(

39
)

(
66

)
(

9
)

(
2
)

(
0
)

(
15
4.
0
)
(

2.
13

)
(

29
)
(

50
.0
)

 製
造

業
59
1

87
,0
89
.5

46
8

1,
03
4

79
40

8
2,
07
3.
0

2.
38

34
9

59
.1

(
54
2
)
(

85
,6
04
.5

)
(

46
4
)

(
94
3
)

(
69

)
(

45
)

(
0
)

(
1,
96
2.
5
)
(

2.
29

)
(

34
0
)
(

62
.7
)

5
27
1.
5

0
0

0
0

0
0.
0

0.
00

0
0.
0

(
4
)
(

23
7.
0

)
(

0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0.
0
)
(

0.
00

)
(

0
)
(

0.
0
)

 情
報

通
信

業
29

4,
39
2.
5

15
41

6
1

0
77
.5

1.
76

11
37
.9

(
23

)
(

3,
90
7.
5

)
(

16
)

(
36

)
(

4
)

(
2
)

(
0
)

(
73
.0

)
(

1.
87

)
(

13
)
(

56
.5
)

 運
輸

業
,郵

便
業

13
2

13
,8
62
.0

88
15
7

20
10

7
36
1.
5

2.
61

78
59
.1

(
11
4
)
(

12
,8
19
.5

)
(

83
)

(
13
3
)

(
32

)
(

12
)

(
0
)

(
33
7.
0
)
(

2.
63

)
(

69
)
(

60
.5
)

 卸
売

業
,小

売
業

22
0

70
,6
53
.5

38
1

70
4

89
59

29
1,
59
9.
0

2.
26

94
42
.7

(
18
9
)
(

66
,0
29
.0

)
(

35
6
)

(
61
2
)

(
86

)
(

52
)

(
0
)

(
1,
43
6.
0
)
(

2.
17

)
(

83
)
(

43
.9
)

18
9,
40
4.
0

65
67

5
2

1
20
3.
5

2.
16

8
44
.4

(
18

)
(

9,
57
1.
0

)
(

66
)

(
65

)
(

4
)

(
4
)

(
0
)

(
20
3.
0
)
(

2.
12

)
(

7
)
(

38
.9
)

32
3,
89
2.
0

14
24

10
3

0
63
.5

1.
63

11
34
.4

(
25

)
(

3,
47
8.
5

)
(

15
)

(
22

)
(

9
)

(
2
)

(
0
)

(
62
.0

)
(

1.
78

)
(

11
)
(

44
.0
)

39
3,
74
2.
0

14
24

6
0

0
58
.0

1.
55

17
43
.6

(
35

)
(

3,
52
6.
0

)
(

13
)

(
20

)
(

3
)

(
0
)

(
0
)

(
49
.0

)
(

1.
39

)
(

16
)
(

45
.7

)

59
4,
94
6.
5

13
42

16
9

9
93
.0

1.
88

33
55
.9

(
49

)
(

4,
38
1.
0

)
(

7
)

(
41

)
(

14
)

(
9
)

(
0
)

(
73
.5

)
(

1.
68

)
(

27
)
(

55
.1
)

 生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,娯

楽
業

42
5,
70
7.
5

49
60

30
15

6
19
8.
5

3.
48

20
47
.6

(
41

)
(

5,
73
0.
5

)
(

50
)

(
56

)
(

32
)

(
18

)
(

0
)

(
19
7.
0
)
(

3.
44

)
(

22
)
(

53
.7

)

36
4,
34
1.
5

17
31

4
1

1
70
.0

1.
61

13
36
.1

(
33

)
(

4,
13
5.
5

)
(

16
)

(
25

)
(

3
)

(
0
)

(
0
)

(
60
.0

)
(

1.
45

)
(

12
)
(

36
.4
)

 医
療

,福
祉

37
0

48
,0
10
.5

23
9

49
3

25
7

13
9

40
1,
31
7.
5

2.
74

22
4

60
.5

(
35
8
)
(

47
,2
36
.5

)
(

24
3
)

(
49
2
)

(
23
7
)

(
13
1
)

(
0
)

(
1,
28
0.
5
)
(

2.
71

)
(

22
5
)
(

62
.8

)

19
4,
17
8.
0

18
43

8
4

2
90
.0

2.
15

10
52
.6

(
19

)
(

4,
29
1.
0

)
(

18
)

(
42

)
(

5
)

(
3
)

(
0
)

(
84
.5

)
(

1.
97

)
(

9
)
(

47
.4
)

 サ
ー

ビ
ス

業
21
1

27
,0
17
.5

11
9

25
0

48
26

22
56
0.
0

2.
07

95
45
.0

(
19
6
)
(

26
,3
52
.5

)
(

11
1
)

(
23
7
)

(
41

)
(

32
)

(
0
)

(
51
6.
0
)
(

1.
96

)
(

91
)
(

46
.4
)

注
　
１
(1
)①

の
表
と
同
じ

※
　

産
業

計
は

そ
の

他
分

類
不

能
の

産
業

を
含

む
。

 複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

 電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
業

 金
融

業
,保

険
業

 不
動

産
業

,物
品

賃
貸

業

 学
術

研
究

,専
門

･技
術

サ
ー

ビ
ス

業

 宿
泊

業
,飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

 教
育

,学
習

支
援

業

⑥ 法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

又
は

重
度

知
的

障
害

者

Ｂ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

又
は

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

、
お

よ
び

精
神

障
害

者

Ｃ
.重

度
身

体
障

害
者

又
は

重
度

知
的

障
害

者
、

お
よ

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

Ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

又
は

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

F
．

　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0.
5＋

E
×

0.
5

⑤ 法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

数

区
分

① 企
業

数
② 法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

者
数

③
　

障
害

者
の

数
④ 実

雇
用

率
F
÷

②
×

10
0

E
．

重
度

身
体

障
害

者
又

は
重

度
知

的
障

害
者

、
お

よ
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者
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②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

 産
業

計
6
,
9
5
3
.
0

1
,
1
5
5
.
5

1
,
1
8
5

1
,
3
5
9

1
5
7

1
5
8

4
9

3
,
9
8
9
.
5

3
5
8

7
9
7

9
6

1
5
3

1
2

1
,
6
9
1
.
5

9
0
5

3
3
5

6
4

1
2
7
2
.
0

(
6
,
5
1
2
.
0
)
（

6
6
0
.
5
)
(

1
,
1
5
1
)
(

1
,
2
9
3
)
(

1
4
9
)
(

1
5
2
)
(

0
)
(
3
,
8
2
0
.
0
)
(

3
5
0
)
(

7
5
7
)
(

1
0
8
)
(

1
6
0
)
(

0
)
(
1
,
6
4
5
.
0
)
(

7
5
6
)
(

2
9
1
)
(

0
)
(
1
0
4
7
.
0
)

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

 農
,林

,漁
業

2
2
.
0

0
.
0

4
7

0
0

0
1
5
.
0

0
6

0
0

0
6
.
0

1
0

0
1
.
0

(
2
1
.
0
)
（

0
.
0
)
(

3
)

(
7
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
1
3
.
0
)
(

0
)

(
6
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
6
.
0
)

(
2
)

(
0
)

(
0
)

(
2
.
0
)

 鉱
業

,採
石

業
,砂

利
採

取
業

4
.
0

0
.
0

1
2

0
0

0
4
.
0

0
0

0
0

0
0
.
0

0
0

0
0
.
0

(
3
.
0
)
（

0
.
0
)
(

1
)

(
1
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
3
.
0
)
(

0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
.
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
.
0
)

 建
設

業
1
6
2
.
0

2
5
.
0

3
4

4
3

3
2

0
1
1
5
.
0

4
7

2
0

0
1
7
.
0

2
5

5
0

3
0
.
0

(
1
5
4
.
0
)
（

2
1
.
0
)
(

3
5
)

(
3
5
)

(
3
)

(
1
)

(
0
)

(
1
0
8
.
5
)
(

4
)

(
7
)

(
0
)

(
1
)

(
0
)

(
1
5
.
5
)

(
2
4
)

(
6
)

(
0
)

(
3
0
.
0
)

 製
造

業
2
,
0
7
3
.
0

2
9
8
.
5

3
4
3

4
0
6

2
9

1
7

3
1
1
3
1
.
0

1
2
5

3
3
2

7
2
3

0
6
0
0
.
5

2
9
6

4
3

5
3
4
1
.
5

(
1
,
9
6
2
.
5
)
（

1
5
4
.
0
)
(

3
4
3
)

3
8
5
)

(
2
6
)

(
2
2
)

(
0
)

(
1
1
0
8
.
0
)
(

1
2
1
)

(
3
0
7
)

(
5
)

(
2
3
)

(
0
)

(
5
6
5
.
5
)

(
2
5
1
)

(
3
8
)

(
0
)

(
2
8
9
.
0
)

0
.
0

0
.
0

0
0

0
0

0
0
.
0

0
0

0
0

0
0
.
0

0
0

0
0
.
0

(
0
.
0
)
（

0
.
0
)
(

0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
.
0
)
(

0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
.
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
.
0
)

 情
報

通
信

業
7
7
.
5

1
6
.
0

1
5

1
8

3
1

0
5
1
.
5

0
1

0
0

0
1
.
0

2
2

3
0

2
5
.
0

(
7
3
.
0
)
（

5
.
0
)
(

1
6
)

(
1
6
)

(
3
)

(
2
)

(
0
)

(
5
2
.
0
)
(

0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
0
.
0
)

(
2
0
)

(
1
)

(
0
)

(
2
1
.
0
)

 運
輸

業
,郵

便
業

3
6
1
.
5

6
0
.
0

8
0

9
9

7
8

2
2
7
1
.
0

8
1
4

3
2

0
3
4
.
0

4
4

1
0

5
5
6
.
5

(
3
3
7
.
0
)
（

2
0
.
5
)
(

7
5
)

(
8
7
)

(
1
0
)

(
9
)

(
0
)

(
2
5
1
.
5
)
(

8
)

(
1
5
)

(
6
)

(
3
)

(
0
)

(
3
8
.
5
)

(
3
1
)

(
1
6
)

(
0
)

(
4
7
.
0
)

 卸
売

業
,小

売
業

1
,
5
9
9
.
0

2
4
1
.
0

2
9
3

3
1
3

2
2

3
0

1
1

9
4
1
.
5

8
8

1
9
6

5
2
9

1
3
9
2
.
0

1
9
5

6
2

1
7

2
6
5
.
5

(
1
,
4
3
6
.
0
)
（

1
5
9
.
0
)
(

2
8
0
)

(
2
9
0
)

(
2
1
)

(
2
2
)

(
0
)

(
8
8
2
.
0
)
(

7
6
)

(
1
7
6
)

(
1
4
)

(
3
0
)

(
0
)

(
3
5
7
.
0
)

(
1
4
6
)

(
5
1
)

(
0
)

(
1
9
7
.
0
)

2
0
3
.
5

2
3
.
5

6
4

4
5

4
1

1
1
7
8
.
0

1
0

0
1

0
2
.
5

2
2

1
0

2
3
.
0

(
2
0
3
.
0
)
（

1
1
.
5
)
(

6
5
)

(
4
5
)

(
4
)

(
3
)

(
0
)

(
1
8
0
.
5
)
(

1
)

(
0
)

(
0
)

(
1
)

(
0
)

(
2
.
5
)

(
2
0
)

(
0
)

(
0
)

(
2
0
.
0
)

6
3
.
5

8
.
5

1
2

1
4

0
3

0
3
9
.
5

2
4

0
0

0
8
.
0

6
1
0

0
1
6
.
0

(
6
2
.
0
)
（

9
.
0
)
(

1
2
)

(
1
3
)

(
1
)

(
2
)

(
0
)

(
3
9
.
0
)
(

3
)

(
4
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
1
0
.
0
)

(
5
)

(
8
)

(
0
)

(
1
3
.
0
)

5
8
.
0

1
0
.
0

1
4

1
4

4
0

0
4
6
.
0

0
2

0
0

0
2
.
0

8
2

0
1
0
.
0

(
4
9
.
0
)
（

2
.
0
)
(

1
3
)

(
1
2
)

(
2
)

(
0
)

(
0
)

(
4
0
.
0
)
(

0
)

(
2
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
2
.
0
)

(
6
)

(
1
)

(
0
)

(
7
.
0
)

9
3
.
0

2
6
.
0

1
0

1
8

6
4

3
4
7
.
5

3
1
4

0
5

2
2
3
.
5

1
0

1
0

4
2
2
.
0

(
7
3
.
5
)
（

1
1
.
0
)
(

4
)

(
1
9
)

(
8
)

(
2
)

(
0
)

(
3
6
.
0
)
(

3
)

(
1
1
)

(
0
)

(
7
)

(
0
)

(
2
0
.
5
)

(
1
1
)

(
6
)

(
0
)

(
1
7
.
0
)

 生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,娯

楽
業

1
9
8
.
5

3
4
.
5

1
4

1
3

2
7

2
4
7
.
5

3
5

3
1

6
8

1
1
1
1
.
5

1
6

2
2

3
3
9
.
5

(
1
9
7
.
0
)
（

1
8
.
5
)
(

1
3
)

(
1
0
)

(
5
)

(
1
0
)

(
0
)

(
4
6
.
0
)
(

3
7
)

(
2
9
)

(
6
)

(
8
)

(
0
)

(
1
1
3
.
0
)

(
1
7
)

(
2
1
)

(
0
)

(
3
8
.
0
)

7
0
.
0

1
6
.
5

1
6

1
5

1
1

1
4
9
.
0

1
2

0
0

0
4
.
0

1
4

3
0

1
7
.
0

(
6
0
.
0
)
（

1
2
.
0
)
(

1
5
)

(
1
7
)

(
1
)

(
0
)

(
0
)

(
4
8
.
0
)
(

1
)

(
2
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
4
.
0
)

(
6
)

(
2
)

(
0
)

(
8
.
0
)

 医
療

,福
祉

1
,
3
1
7
.
5

2
6
3
.
0

1
8
9

2
0
5

5
2

6
4

1
4

6
7
4
.
0

5
0

1
3
0

7
1

7
5

6
3
4
1
.
5

1
5
8

1
3
4

2
0

3
0
2
.
0

(
1
,
2
8
0
.
5
)
（

1
6
8
.
5
)
(

1
8
8
)

(
2
1
5
)

(
4
3
)

(
5
9
)

(
0
)

(
6
6
3
.
5
)
(

5
5
)

(
1
4
3
)

(
7
2
)

(
7
2
)

(
0
)

(
3
6
1
.
0
)

(
1
3
4
)

(
1
2
2
)

(
0
)

(
2
5
6
.
0
)

9
0
.
0

1
5
.
5

1
3

2
9

3
2

0
5
9
.
0

5
8

1
2

0
2
0
.
0

6
4

2
1
1
.
0

(
8
4
.
5
)
（

5
.
0
)
(

1
2
)

(
2
9
)

(
3
)

(
1
)

(
0
)

(
5
6
.
5
)
(

6
)

(
8
)

(
0
)

(
2
)

(
0
)

(
2
1
.
0
)

(
5
)

(
2
)

(
0
)

(
7
.
0
)

 サ
ー

ビ
ス

業
5
6
0
.
0

1
1
7
.
5

8
3

1
1
8

2
1

1
8

1
2

3
2
0
.
0

3
6

5
0

1
8

2
1
2
8
.
0

8
2

2
6

8
1
1
2
.
0

(
5
1
6
.
0
)
（

6
3
.
5
)
(

7
6
)

(
1
1
2
)

(
1
9
)

(
1
9
)

(
0
)

(
2
9
2
.
5
)
(

3
5
)

(
4
7
)

(
5
)

(
1
3
)

(
0
)

(
1
2
8
.
5
)

(
7
8
)

(
1
7
)

(
0
)

(
9
5
.
0
)

d
.　

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

a.
精

神
障

害
者

ｂ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

a. う
ち

新
規

雇
用

分
ｆ．

　
計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ
＋

d
×

0
.5

＋
e×

0
.5

f．
　

計
a×

２
＋

ｂ
＋

ｃ
＋

d
×

0
.5

＋
e×

0
.5

 複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

 電
気

・
ガ

ス
・
熱

供
給

・
水

道
業

 金
融

業
,保

険
業

 不
動

産
業

,物
品

賃
貸

業

 学
術

研
究

,専
門

･技
術

サ
ー

ビ
ス

業

 宿
泊

業
,飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

 教
育

,学
習

支
援

業

ｄ
．

　
計

a＋
b
＋

c×
0
.5

区
分

①  障
害

者
の

数
②

 身
体

障
害

者
の

数
③

 知
的

障
害

者
の

数
④

 精
神

障
害

者
の

数

ａ
.重

度
身

体
障

害
者

b
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

ｃ
．

　
重

度
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

d
.　

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

e.
　

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

e.
　

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

ａ
.重

度
知

的
障

害
者

ｃ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

b
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

ｃ
．

　
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

詳細表
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(
4
)
 
身

体
障

害
者

の
部

位
別

雇
用

状
況

①
　
概
況

③

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

1
0
5

3
2
3

2
1

1
,3
4
6

1
,0
0
5

2
,8
0
0

 農
,林

,漁
業

1
0

0
6

3
1
0

（
9
3
）

（
3
0
5
）

（
1
9
）

（
1
,3
2
3
）

（
9
6
6
）

（
2
,7
0
6
）

(
1
）

(
0
）

(
0
）

(
6
）

(
3
）

(
1
0
）

 鉱
業

,採
石

業
,砂

利
採

取
業

0
0

0
2

1
3

(
0
）

(
0
）

(
0
）

(
1
）

(
1
）

(
2
）

②
　
企
業
規
模
別
の
雇
用
状
況

　
企
業
規
模
別
の
雇
用
状
況

 建
設

業
1

6
0

3
5

4
0

8
2

(
1
）

(
5
）

(
0
）

(
2
9
）

(
3
8
）

(
7
3
）

 製
造

業
2
1

1
3
3

8
3
4
1

2
6
9

7
7
2

(
1
9
）

(
1
3
4
）

(
6
）

(
3
4
5
）

(
2
6
7
）

(
7
7
1
）

0
0

0
0

0
0

人
人

人
人

人
人

(
0
）

(
0
）

(
0
）

(
0
）

(
0
）

(
0
）

 4
0
.0

～
2

1
1

2
1

1
1

3
6

 情
報

通
信

業
0

6
0

1
7

1
4

3
7

 4
3
.5

人
未

満
（

0
）

（
0
）

（
0
）

（
0
）

（
0
）

（
0
）

(
0
）

(
5
）

(
0
）

(
1
7
）

(
1
5
）

(
3
7
）

 運
輸

業
,郵

便
業

5
1
6

0
8
7

7
7

1
8
5

 4
3
.5

～
2
2

6
0

7
2
4
5

2
2
9

5
6
3

(
1
）

(
2
2
）

(
2
）

(
8
0
）

(
7
0
）

(
1
7
5
）

 1
0
0
人

未
満

（
2
2
）

（
4
7
）

（
4
）

（
2
4
4
）

（
2
1
4
）

（
5
3
1
）

 卸
売

業
,小

売
業

2
6

4
0

5
3
5
2

2
2
4

6
4
7

(
2
0
）

(
2
8
）

(
5
）

(
3
2
4
）

(
2
1
3
）

(
5
9
0
）

 1
0
0
～

1
0

4
9

2
2
2
9

1
8
3

4
7
3

1
2
2

0
4
3

4
7

1
1
3

 2
0
0
人

未
満

（
-
）

（
-
）

（
-
）

（
-
）

（
-
）

（
-
）

(
1
）

(
2
3
）

(
0
）

(
4
6
）

(
4
7

(
1
1
7
）

1
1

0
1
5

1
1

2
8

 2
0
0
～

1
4

4
3

2
1
3
6

1
0
1

2
9
6

(
1
）

(
1
）

(
0
）

(
1
5
）

(
1
1
）

(
2
8
）

 3
0
0
人

未
満

（
2
6
）

（
9
2
）

（
7
）

（
3
8
1
）

（
2
7
7
）

（
7
8
3
）

2
0

1
1
3

1
5

3
1

(
2
）

(
0
）

(
0
）

(
1
0
）

(
1
5
）

(
2
7
）

 3
0
0
～

1
6

4
2

2
1
6
0

1
2
0

3
4
0

3
7

1
1
3

1
4

3
8

 5
0
0
人

未
満

（
9
）

（
4
0
）

（
1
）

（
1
7
2
）

（
1
1
4
）

（
3
3
6
）

(
1
）

(
3
）

(
0
）

(
1
6
）

(
1
3
）

(
3
3
）

 生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,娯

楽
業

0
3

0
2
1

1
0

3
4

 5
0
0
～

8
4
8

1
1
4
2

1
1
1

3
1
0

(
1
）

(
4
）

(
0
）

(
2
0
）

(
1
3
）

(
3
8
）

 1
,0

0
0
人

未
満

（
9
）

（
4
7
）

（
2
）

（
1
3
9
）

（
1
2
2
）

（
3
1
9
）

2
1

0
1
5

1
5

3
3

(
2
）

(
2
）

(
0
）

(
1
4
）

(
1
5
）

(
3
3
）

 1
,0

0
0
人

以
上

3
3

8
0

6
4
1
3

2
5
0

7
8
2

 医
療

,福
祉

3
8

6
6

5
2
4
2

1
5
4

5
0
5

（
2
7
）

（
7
9
）

（
5
）

（
3
8
7
）

（
2
3
9
）

（
7
3
7
）

(
4
0
）

(
5
5
）

(
5
）

(
2
5
9
）

(
1
4
3
）

(
5
0
2
）

注
　

①
と

同
じ

0
2

1
2
8

1
5

4
6

※
2
0
0
～

3
0
0
人

未
満

の
（
　

）
内

の
数

値
は

、
1
0
0
～

2
0
0
人

未
満

の
（
　

）
内

の
数

値
を

含
む

。
(

0
）

(
3
）

(
0
）

(
2
7
）

(
1
5
）

(
4
5
）

 サ
ー

ビ
ス

業
4

2
0

0
1
1
6

9
6

2
3
6

(
3
）

(
2
0
）

(
1
）

(
1
1
4
）

(
8
7
）

(
2
2
5
）

　
産
業
別
の
雇
用
状
況

区
分

 不
動

産
業

,物
品

賃
貸

業

区
分

視
覚

障
害

者
聴

覚
又

は
平

衡
機

能
障

害
者

音
声

・
言

語
・

そ
し

ゃ
く

機
能

障
害

者
肢

体
不

自
由

者

③
　

障
害

者
の

数

身
体

障
害

者
計

視
覚

障
害

者
音

声
・
言

語
・

そ
し

ゃ
く

機
能

障
害

者
聴

覚
又

は
平

衡
機

能
障

害
者

内
部

障
害

者
肢

体
不

自
由

者
区

分

障
害

者
の

雇
用

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

別
表

に
掲

げ
る

種
類

別
の

身
体

障
害

者
数

視
覚

障
害

者
聴

覚
又

は
平

衡
機

能
障

害
者

音
声

・
言

語
・

そ
し

ゃ
く

機
能

障
害

者
肢

体
不

自
由

者
内

部
障

害
者

身
体

障
害

者
計

民
間

企
業

注
　

「
身

体
障

害
者

計
」
欄

に
は

、
種

類
別

の
身

体
障

害
者

数
に

つ
い

て
未

記
入

の
場

合
は

含
ま

れ
な

い
。

（
　

）
内

は
、

令
和

5
年

６
月

１
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。

注
　

①
と

同
じ

。

 複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

 宿
泊

業
,飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

 教
育

,学
習

支
援

業

 学
術

研
究

,専
門

･技
術

サ
ー

ビ
ス

業

 電
気

・
ガ

ス
・
熱

供
給

・
水

道
業

 金
融

業
,保

険
業

内
部

障
害

者
身

体
障

害
者

計

障
害

者
の

雇
用

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

別
表

に
掲

げ
る

種
類

別
の

身
体

障
害

者
数

詳細表
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0.
5人

又
は

１
人

1.
5人

又
は

2人
2.
5人

又
は

3人
3.
5人

又
は

4人
4
.5
人
以
上

9
人
以
下

9
.5
人
以
上

8
8
4

6
3
6

1
4
3

5
7

3
5

1
0

3
5
2
8

(1
00
.0
%)

(7
1.
9%
)

(1
6.
2%
)

(6
.4
%)

(4
.0
%
)

(1
.1
%
)

(0
.3
%
)

(5
9
.7
%
)

(1
00
.0
%)

(1
0
0
.0
%
)

5
6
5

5
1
9

4
6

－
－

－
－

4
9
0

(1
00
.0
%)

(9
1.
9%
)

(8
.1
%)

－
－

－
－

(8
6
.7
%
)

(6
3.
9%
)

(9
2
.8
%
)

1
5
5

7
7

5
8

2
0

－
－

－
3
6

(1
00
.0
%)

(4
9.
7%
)

(3
7.
4%
)

(1
2.
9%
)

－
－

－
(2
3
.2
%
)

(1
7.
5%
)

(6
.8
%
)

6
5

2
4

2
3

8
9

1
-

2
(1
00
.0
%)

(3
6.
9%
)

(3
5.
4%
)

(1
2.
3%
)

(1
3
.8
%
)

(1
.5
%
)

－
(3
.1
%
)

(7
.4
%)

(0
.4
%
)

5
1

1
4

7
1
7

1
1

2
0

0
(1
00
.0
%)

(2
7.
5%
)

(1
3.
7%
)

(3
3.
3%
)

(2
1
.6
%
)

(3
.9
%
)

(0
.0
%
)

(0
.0
%
)

(5
.8
%)

(0
.0
%
)

3
2

2
6

9
1
1

3
1

0
(1
00
.0
%)

(6
.3
%)

(1
8.
8%
)

(2
8.
1%
)

(3
4
.4
%
)

(9
.4
%
)

(3
.1
%
)

(0
.0
%
)

(3
.6
%)

(0
.0
%
)

1
6

0
3

3
4

4
2

0
(1
00
.0
%)

(0
.0
%)

(1
8.
8%
)

(1
8.
8%
)

(2
5.
0%
)

(2
5.
0%
)

(1
2.
5%
)

(0
.0
%)

(1
.8
%)

(0
.0
%
)

50
0～

1,
00
0人

未
満

1,
00
0人

以
上

規
模
計

区
分

①
法
定
雇
用

率
未
達
成

企
業
の
数

②
不
足
数

③
障
害
者
の

数
が
0
人
で

あ
る
企
業
数

(
5
)
 
障

害
者

不
足

数
階

級
別

の
法

定
雇

用
率

未
達

成
企

業
数

注
）
①
の
各
項
目
の
３
段
目
は
未
達
成
企
業
全
数
に
占
め
る
割
合
。
ま
た
、
③
の
各
項
目
の
３
段
目
は
０
人
雇
用
企
業
全
数
に
占
め
る
割
合
。

40
～
10
0人

未
満

10
0～

20
0人

未
満

20
0～

30
0人

未
満

30
0～

50
0人

未
満
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詳細表

 
 

(1) 群馬県の状況（法定雇用率 2.8％）

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(人）

② 障害者の数
（人）

③ 実雇用率
（％）

④ 不足数
（人）

備考

合　　　計 6,634.5 190.5 2.87 0.5

群馬県知事部局 4,841.5 137.5 2.84 0.0

群馬県病院局 893.5 24.5 2.74 0.5

群馬県企業局 318.5 10.0 3.14 0.0

群馬県警察本部 542.5 16.5 3.04 0.0

群馬県議会事務局 38.5 2.0 5.19 0.0

(2) 群馬県教育委員会の状況（法定雇用率 2.7％）

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(人）

② 障害者の数
（人）

③ 実雇用率
（％）

④ 不足数
（人）

備考

群馬県教育委員会 11,692.5 333.0 2.85 0.0

(3) 市町村等の教育委員会の状況（法定雇用率 2.7％）

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(人）

② 障害者の数
（人）

③ 実雇用率
（％）

④ 不足数
（人）

備考

合　　　計 2,083.5 58.0 2.78 1.5

前橋市教育委員会 617.5 18.5 3.00 0.0

高崎市教育委員会 931.0 25.0 2.69 0.0

伊勢崎市教育委員会 426.5 14.0 3.28 0.0

利根沼田学校組合教育委員会 49.0 0.5 1.02 0.5

甘楽町教育委員会 59.5 0.0 0.00 1.0

(2) ＋ (3) 13,776.0 391.0 2.84 1.5

注　1

2

3

2 地方公共団体における障害者の在職状況

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率
を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上１
人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者、短時間勤務職員である精神障害者（当分の間）については、１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、法律上１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用
率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

※ 群馬県病院局については、令和６年12月時点で達成している。
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詳細表

(4) 市町村の状況（法定雇用率 2.8％）

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(人）

② 障害者の数
（人）

③ 実雇用率
（％）

④ 不足数
（人）

備考

合　　　計 18,515.5 496.5 2.68 26.0

前橋市 2,390.0 61.0 2.55 5.0

高崎市 2,427.0 74.0 3.05 0.0

桐生市 1,208.5 34.5 2.85 0.0 特例認定あり(注４)

伊勢崎市 1,183.0 34.0 2.87 0.0

太田市 1,776.5 44.0 2.48 5.0 特例認定あり(注４)

館林市 873.5 26.5 3.03 0.0 特例認定あり(注４)

沼田市 608.0 16.0 2.63 1.0 特例認定あり(注４)

富岡市 620.0 17.5 2.82 0.0 特例認定あり(注４)

藤岡市 787.5 17.5 2.22 4.5 特例認定あり(注４)

渋川市 946.5 26.5 2.80 0.0 特例認定あり(注４)

安中市 900.0 21.0 2.33 4.0 特例認定あり(注４)

みどり市 611.5 17.0 2.78 0.0 特例認定あり(注４)

榛東村 101.0 2.0 1.98 0.0

吉岡町 223.5 4.0 1.79 2.0

神流町 101.5 2.0 1.97 0.0  

上野村 61.0 1.0 1.64 0.0  

甘楽町 100.0 2.0 2.00 0.0

下仁田町 133.0 3.0 2.26 0.0

南牧村 53.0 0.0 0.00 1.0

中之条町 305.0 7.0 2.30 1.0

東吾妻町 287.5 8.0 2.78 0.0

長野原町 132.5 2.0 1.51 1.0

嬬恋村 213.0 5.0 2.35 0.0

草津町 161.0 4.0 2.48 0.0

高山村 95.0 2.0 2.11 0.0

片品村 99.5 3.0 3.02 0.0

川場村 69.0 2.0 2.90 0.0

みなかみ町 296.0 6.5 2.20 1.5

昭和村 139.0 4.0 2.88 0.0

玉村町 306.5 8.0 2.61 0.0

板倉町 212.5 5.0 2.35 0.0

明和町 222.5 7.0 3.15 0.0

千代田町 187.5 5.0 2.67 0.0

大泉町 376.5 14.0 3.72 0.0

邑楽町 307.5 10.5 3.41 0.0

(5)その他の機関（法定雇用率 2.8％）

合　　　計 905.5 17.0 1.88 7.0

前橋市水道局 158.0 4.0 2.53 0.0

高崎市上下水道事業 127.0 3.0 2.36 0.0

伊勢崎市水道局 73.0 2.0 2.74 0.0

伊勢崎市病院事業 547.5 8.0 1.46 7.0

注　1

2

3

4

5 　法定雇用率2.8％が適用される教育委員会とは（任命権者が教育長である等により）法定雇用率2.7％が適用される一定の市町村の教育委員会以外の教育委員会
である。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率
を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上１
人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者、短時間勤務職員である精神障害者（当分の間）については、１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、法律上１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用
率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する
職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

※ 前橋市、沼田市、安中市、吉岡町については、令和６年12月時点で達成している。
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　　　詳細表

特例認定一覧（市町村の機関）

地方認定機関（Ａ）
富岡市
安中市
桐生市
沼田市
藤岡市
館林市
太田市
渋川市
みどり市

 
 

地方独立行政法人等　（法定雇用率 2.8％）

① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(人）

② 障害者の数
（人）

③ 実雇用率
（％）

④ 不足数
（人）

備考

合　　　計 415.0 12.5 3.01 0.0

公立大学法人高崎経済大学 115.0 3.0 2.61 0.0

公立大学法人前橋工科大学 68.0 3.0 4.41 0.0

群馬県公立大学法人 112.0 3.5 3.13 0.0

群馬県住宅供給公社 120.0 3.0 2.50 0.0

注　1

2

3

4

みなされることとなる機関（Ｂ）
富岡市教育委員会
安中市教育委員会
桐生市教育委員会 桐生市水道局
沼田市教育委員会
藤岡市教育委員会
館林市教育委員会
太田市教育委員会
渋川市教育委員会
みどり市教育委員会

　「地方独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の９号から10号までの法人を指す。

３ 地方独立行政法人等における雇用状況

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種
が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上１
人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者、短時間勤務職員である精神障害者（当分の間）については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、法律上１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇
用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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(参考２) 都道府県別の実雇用率等の状況
注

都道府県名 実雇用率 (対前年増減)
法定雇用率達成
企業の割合

(対前年増減)

全国 2.41  0.08 46.0 △4.1  53,875 ／  117,239

北海道 2.64  0.06 49.5 △3.6  2,088 ／  4,218

青森 2.49 △0.06 51.6 △5.4  578 ／  1,121

岩手 2.50  0.08 55.4 △3.8  605 ／  1,093

宮城 2.39  0.10 49.4 △1.7  851 ／  1,724

秋田 2.49  0.09 58.8 △5.4  521 ／  886

山形 2.37  0.06 52.7 △4.5  550 ／  1,044

福島 2.41  0.12 54.8 △1.9  901 ／  1,645

茨城 2.33  0.01 45.6 △5.9  840 ／  1,842

栃木 2.48  0.09 54.0 △4.3  815 ／  1,509

群馬 2.35  0.07 53.2 △2.9  1,003 ／  1,887

埼玉 2.47  0.05 45.5 △4.1  1,844 ／  4,053

千葉 2.40  0.02 47.3 △5.3  1,490 ／  3,150

東京 2.29  0.08 30.5 △3.9  7,626 ／  24,995

神奈川 2.40  0.11 43.7 △2.9  2,409 ／  5,512

新潟 2.45  0.07 55.2 △5.3  1,204 ／  2,182

富山 2.36  0.04 49.4 △6.2  575 ／  1,165

石川 2.61  0.12 52.6 △3.1  666 ／  1,266

福井 2.61  0.03 56.7 △3.4  476 ／  839

山梨 2.37  0.12 57.4 △3.4  405 ／  705

長野 2.47  0.05 54.7 △7.6  1,050 ／  1,918

岐阜 2.53  0.06 53.0 △3.2  950 ／  1,794

静岡 2.43  0.06 51.4 △4.0  1,765 ／  3,433

愛知 2.36  0.08 46.5 △5.0  3,459 ／  7,434

三重 2.52 △0.04 57.6 △4.3  822 ／  1,426

滋賀 2.66  0.14 54.1 △5.1  560 ／  1,036

京都 2.43  0.06 48.7 △5.0  1,059 ／  2,175

大阪 2.44  0.09 41.7 △4.4  3,982 ／  9,543

兵庫 2.47  0.11 47.9 △4.3  1,893 ／  3,948

奈良 3.00 △0.06 60.5 △4.7  454 ／  750

和歌山 2.78  0.07 59.0 △5.3  413 ／  700

鳥取 2.56  0.09 61.1 △3.1  316 ／  517

島根 2.89  0.06 66.3 △3.3  443 ／  668

岡山 2.58  0.00 50.8 △5.2  872 ／  1,718

広島 2.54  0.06 49.1 △2.9  1,295 ／  2,636

山口 2.77  0.00 54.4 △4.1  562 ／  1,034

徳島 2.42  0.02 57.6 △5.8  323 ／  561

香川 2.31  0.12 55.2 △1.9  535 ／  970

愛媛 2.57  0.06 50.2 △4.5  594 ／  1,183

高知 2.53  0.02 55.7 △7.9  338 ／  607

福岡 2.43  0.05 47.5 △5.0  2,120 ／  4,463

佐賀 2.87  0.07 62.6 △5.3  446 ／  712

長崎 2.88  0.03 57.4 △4.8  652 ／  1,135

熊本 2.59  0.07 53.1 △6.3  779 ／  1,466

大分 2.77  0.05 60.8 △4.3  598 ／  984

宮崎 2.87  0.21 63.5 △2.0  596 ／  939

鹿児島 2.66  0.04 57.2 △3.8  826 ／  1,444

沖縄 3.39  0.15 60.0 △5.2  726 ／  1,209

　都道府県別の状況は、企業の主たる事務所（特例子会社等の認定を受けている企業にあっては、その親会社の主たる事務
所）が　　　　　　　　　　　　　　　　　所在する都道府県において集計したものである。
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